
�愛媛県条例第１号
職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を

次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条

例

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第１条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛媛県条

例第２号）の一部を次のように改正する。

第１条中「基づき」の下に「、並びに育児休業法を実施

するため」を加える。

第２条第３号を次のように改める。

� 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員

第３条第１号中「、又は」を「、若しくは」に、「失っ

た」を「失い、又は第５条第２号に掲げる事由に該当した

ことにより育児休業の承認が取り消された」に、「又は出

産に」を「若しくは出産に係る子又は同号に規定する承認

に」に改め、同条中第３号を第４号とし、第２号の次に次

の１号を加える。

� 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養

育するための計画について育児休業計画書により任命

権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、

当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者（当該子の

親であるものに限る。）が３月以上の期間にわたり当

該子を常態として養育したこと（この号の規定に該当

したことにより当該子について既に育児休業をしたこ

とがある場合を除く。）。

第５条中「育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が

常態として養育することができることとなったこと」を「

次に掲げる事由」に改め、同条に次の各号を加える。

	 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態と

して養育することができることとなったとき。


 育児休業をしている職員について当該育児休業に係

る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき

。

第５条の２を第５条の３とし、第５条の次に次の１条を

加える。

（任期付採用職員の任期の更新）

第５条の２ 任命権者は、育児休業法第６条第３項の規定

により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意

を得なければならない。

（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部

改正）

第２条 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（

昭和２６年愛媛県条例第５６号）の一部を次のように改正する

。

第１２条第１項中「職員（」の下に「職員の配偶者で当該

子の親であるものが、」を加え、「当該子の同居の親族」

を「もの」に、「もののない職員に限る」を「者に該当す

る場合における当該職員を除く」に改め、同条第２項中「

職員（」の下に「職員の配偶者で当該子の親であるものが

、」を加え、「当該子の同居の親族」を「もの」に、「も

ののない職員に限る」を「者に該当する場合における当該

職員を除く」に改め、「人事委員会規則で定める日から起

算して１年を経過する日までの間において」及び「（職員

が、勤務の制限を必要とする期間が１年に満たないため、
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１年に満たない期間（月を単位とする期間に限る。）につ

いて請求した場合にあつては、当該人事委員会規則で定め

る日から起算して当該請求に係る期間を経過する日までの

間において当該請求に係る期間に応じて人事委員会規則で

定める時間）」を削り、同条第３項中「前２項中「当該子

」とあるのは「当該要介護者」と、「養育する」とあるの

は「」を「第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同

じ。）において常態として当該子を養育することができる

ものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合にお

ける当該職員を除く。）」とあるのは「要介護者のある職

員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介

護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜

（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）におけ

る」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態と

して当該子を養育することができるものとして人事委員会

規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。

以下この項において同じ。）」とあるのは「要介護者のあ

る職員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該

要介護者を」に改める。

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の

一部改正）

第３条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条

例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）の一部を次のように改正

する。

第１２条第１項中「教育職員（」の下に「教育職員の配偶

者で当該子の親であるものが、」を加え、「当該子の同居

の親族」を「もの」に、「もののない教育職員に限る」を

「者に該当する場合における当該教育職員を除く」に改め

、同条第２項中「教育職員（」の下に「教育職員の配偶者

で当該子の親であるものが、」を加え、「当該子の同居の

親族」を「もの」に、「もののない教育職員に限る」を「

者に該当する場合における当該教育職員を除く」に改め、

「人事委員会規則で定める日から起算して１年を経過する

日までの間において」及び「（教育職員が、勤務の制限を

必要とする期間が１年に満たないため、１年に満たない期

間（月を単位とする期間に限る。）について請求した場合

にあつては、当該人事委員会規則で定める日から起算して

当該請求に係る期間を経過する日までの間において当該請

求に係る期間に応じて人事委員会規則で定める時間）」を

削り、同条第３項中「前２項中「当該子」とあるのは「当

該要介護者」と、「養育する」とあるのは「」を「第１項

中「小学校就学の始期に達するまでの子のある教育職員（

教育職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後

１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）に

おいて常態として当該子を養育することができるものとし

て人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該

教育職員を除く。）」とあるのは「要介護者のある教育職

員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介

護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜

（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）におけ

る」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る教育職員（教育職員の配偶者で当該子の親であるものが

、常態として当該子を養育することができるものとして人

事委員会規則で定める者に該当する場合における当該教育

職員を除く。以下この項において同じ。）」とあるのは「

要介護者のある教育職員」と、「、当該子を養育する」と

あるのは「、当該要介護者を」に改める。

（技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部

改正）

第４条 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（

昭和２７年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する

。

第７条第２項中「１歳」を「３歳」に改める。

（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部改正）

第５条 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正す

る。

第１７条第２項中「１歳」を「３歳」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、

次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置）

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する

法律（平成１３年法律第１４３号。以下「改正法」という。）

の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の

育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「

育児休業法」という。）第２条第１項の規定により育児休

業をしたことのある職員（改正法の施行の際現に育児休業

をしている職員を除く。）については、改正法の規定によ

る改正後の育児休業法第２条第１項の条例で定める特別の

事情には、改正法附則第２条第２項に規定する直近の育児

休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居

することとなったことを含むものとする。

３ 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたこ

とがある職員には適用しない。

（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例等の一

部改正に伴う経過措置）

４ 第２条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤

務時間等に関する条例第１２条第２項（同条第３項の規定に

より読み替えて準用する場合を含む。）の規定及び第３条

の規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時

間等に関する条例第１２条第２項（同条第３項の規定により

読み替えて準用する場合を含む。）の規定は、この条例の

施行の日以後にする請求に係る正規の勤務時間外の勤務の

制限について適用し、同日前にした請求に係る正規の勤務

時間外の勤務の制限については、なお従前の例による。

�������
�愛媛県条例第２号
愛媛県職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公

布する。

愛 媛 県 報平成１４年３月２６日 第１３４２号外１

２



平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県職員定数条例（昭和３０年愛媛県条例第３２号）の一部

を次のように改正する。

第２条の表中「４，５６８人」を「４，５６２人」に、「１３人」を

「１５人」に、「１２人」を「１６人」に改める。

第４条第１項を次のように改める。

次に掲げる職員は、定数の外に置く。

	 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号）第２条第１項の規定により育児休業をしてい

る職員


 第２条第１号ア及び第７号の職員のうち、次に掲げる

職員

ア 国又は他の地方公共団体に派遣されている職員

イ 県行政の運営上職員を派遣することが特に必要と認

められる公共的団体に派遣されている職員

第４条第２項中「第２条第１号ア」を「同項第１号に掲げ

る職員にあつては第２条各号の職員の員数が当該各号に掲げ

る職員の定数を、同項第２号に掲げる職員にあつては同条第

１号ア」に改める。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第３号
愛媛県地方局設置条例の一部を改正する条例を次のように

公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地方局設置条例の一部を改正する条例

愛媛県地方局設置条例（昭和５５年愛媛県条例第１号）の一

部を次のように改正する。

第３条（見出しを含む。）中「出張所その他の」を削る。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第４号
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を

次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例

職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第

２９号）の一部を次のように改正する。

第２条に次の１号を加える。

� 特殊自動車運転作業手当

第３２条中「１２，８００円」を「１３，３００円」に改める。

第５０条中「１５，０００円」を「１５，３００円」に改める。

第６４条の２を第６４条の４とし、第６４条の次に次の２条を加

える。

（特殊自動車運転作業手当）

第６４条の２ 特殊自動車運転作業手当は、農業大学校等で人

事委員会が定めるものに勤務する職員が、特殊自動車で人

事委員会が定めるものの運転作業に従事したときに支給す

る。

第６４条の３ 前条に規定する手当の額は、作業に従事した日

１日につき２９０円を超えて支給してはならない。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第５号
知事等の給与の特例に関する条例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

知事等の給与の特例に関する条例

（知事、副知事、出納長、管理者及び常勤の監査委員の給

料の特例）

第１条 知事、副知事、出納長、管理者及び常勤の監査委員

の給料月額は、特別職の職員の給与及びその他の給付に関

する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号。以下「特別職給与

条例」という。）別表第１の規定にかかわらず、それぞれ

同表給料月額の欄に掲げる額からその１００分の５に相当す

る額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基

礎となる給料月額は、それぞれ同欄に掲げる額とする。

（教育長の給料の特例）

第２条 教育長の給料月額は、教育長の給与、退職手当、旅

費及び勤務時間等に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２

号）第３条第１項の規定にかかわらず、同項の規定により

定められた額からその１００分の５に相当する額を減じて得

た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月

額は、同項の規定により定められた額とする。

（理事の給料の特例）

第３条 理事の給料月額は、職員の給与に関する条例（昭和

２６年愛媛県条例第５７号。以下「職員給与条例」という。）

第１９条の６において準用する特別職給与条例別表第１管理

者の項の規定にかかわらず、同項給料月額の欄に掲げる額

からその１００分の５に相当する額を減じて得た額とする。

ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項同

欄に掲げる額とする。

（職員の管理職手当の特例）

第４条 職員給与条例第１８条の２第１項の規定により管理職

手当を支給される職員（給料月額の１００分の２０以上の管理

職手当を支給される職員に限る。）の管理職手当の月額は

、同条第２項の規定にかかわらず、同項の規定により定め

られた額からその１００分の５に相当する額（その額に１円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じ

て得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる管

理職手当の月額は、同項の規定により定められた額とする

。

附 則

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

２ この条例は、平成１５年３月３１日限り、その効力を失う。

愛 媛 県 報平成１４年３月２６日 第１３４２号外１

３



�愛媛県条例第６号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

別表２の表２の項事務の欄中「第１条第１項」を「第５条第１項」に、「訂正」を「書換え交付」に改め、同項名称の欄中

「栄養士免許証訂正手数料」を「栄養士免許証書換え交付手数料」に改め、同表３の項事務の欄中「第１条第２項」を「第６

条第１項」に改め、同表８の項同欄中「第８条第１項」を「第９条第１項」に改め、同表９の項同欄中「第１２条第１項」を「

第１３条第１項」に改め、同項の次に次のように加える。

９の２ 温泉法第１５条第１項
の規定に基づく温泉成分分
析機関の登録の申請に対す
る審査

温泉成分分析
機関登録申請
手数料

５０，０００円

別表２の表９３の項の次に次のように加える。

９３の２ 建築物における衛生
的環境の確保に関する法律
第１２条の２第１項の規定に
基づく建築物空気調和用ダ
クト清掃業者（同項第３号
に掲げる事業を営んでいる
者をいう。）の登録

建築物空気調
和用ダクト清
掃業者登録手
数料

３５，０００円

別表２の表９４の項事務の欄中「同項第３号」を「同項第４号」に改め、同表９５の項同欄中「同項第４号」を「同項第５号」

に改め、同項の次に次のように加える。

９５の２ 建築物における衛生
的環境の確保に関する法律
第１２条の２第１項の規定に
基づく建築物排水管清掃業
者（同項第６号に掲げる事
業を営んでいる者をいう。
）の登録

建築物排水管
清掃業者登録
手数料

３５，０００円

別表２の表９６の項事務の欄中「同項第５号」を「同項第７号」に改め、同表９７の項同欄中「建築物における衛生的環境の確

保に関する法律」を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成１３年法律第１５６号）附則第

３条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に

改め、同項の次に次のように加える。

９７の２ 建築物における衛生
的環境の確保に関する法律
第１２条の２第１項の規定に
基づく建築物環境衛生総合
管理業者（同項第８号に掲
げる事業を営んでいる者を
いう。）の登録

建築物環境衛
生総合管理業
者登録手数料

４５，０００円

別表４の表１６の項事務の欄中「第９条第１項」を「第１０条第１項」に改め、同表１７の項同欄中「第１１条第３項」を「第１２条

第３項」に改め、同表１８の項同欄中「第１１条の２」を「第１３条」に改め、同表１９の項同欄中「第１４条第１項」を「第１７条第１

項」に改め、同表２０の項同欄中「第１８条」を「第２１条」に改め、同表５３の項を次のように改める。

５３ 削除

別表４の表５４の項事務の欄中「小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第２条第３項（同令第３条第２項において

準用する場合を含む。）」を「小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成１３年政令第３

８３号。以下６０の項までにおいて「整備令」という。）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる整備令

第１条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令（昭和２８年政令第２５９号）（以下６０の項までに

おいて「旧船籍令」という。）第３条第２項において準用する旧船籍令第２条第３項」に改め、同表５５の項同欄、同表５６の項

同欄、同表５７の項同欄、同表５８の項同欄、同表５９の項同欄及び同表６０の項同欄中「小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関す

る政令」を「整備令附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる旧船籍令」に改め、同表６１の項同欄中「

小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第９条」を「小型漁船の総トン数の測度に関する政令（昭和２８年政令第２５９

号）第１条」に改め、同項金額の欄を次のように改める。

愛 媛 県 報平成１４年３月２６日 第１３４２号外１

４



�������
�愛媛県条例第７号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の

一部を次のように改正する。

第４６条の２第１項第３号中「地方バス路線の」を「生活交

通路線の」に、「地方バス路線維持費補助」を「バス運行対

策費補助」に改める。

附則第１６条第１項中「に係る譲渡所得等（以下この項にお

いて「株式等に係る譲渡所得等」という。）を有する場合に

は、当該株式等に係る譲渡所得等」を「（以下この項におい

て「株式等」という。）の譲渡（証券取引法（昭和２３年法律

第２５号）第２条第１７項に規定する有価証券先物取引の方法に

より行うものを除く。以下この項並びに次条第１項及び第２

項において同じ。）をした場合には、当該株式等の譲渡によ

る事業所得、譲渡所得及び雑所得（租税特別措置法第３２条第

２項の規定に該当する譲渡所得を除く。）」に改め、同条第

２項を次のように改める。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。

	 附則第５条の規定の適用については、同条中「適用し

た場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得

割の額及び附則第１６条第１項の規定による県民税の所得

割の額」と、同条第１号中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第１６条第１項に規定する株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２号中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条第１項

の規定による県民税の所得割の額」と、同条第３号中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第３５

条の２第１０項において準用する同条第１項の規定に係る

市町村の条例の規定による市町村民税の所得割の額」と

する。


 附則第６条の規定の適用については、同条第１項中「

除く。）の額」とあるのは「除く。）の額並びに附則第

１６条第１項の規定による県民税の所得割の額」と、同条

第２項第１号中「除く。）の額（当該金額に１００円未満

の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。

）の額並びに附則第１６条第１項の規定による県民税の所

	 総トン数５トン以上２０トン未満の小型漁船
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定
める金額
ア 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積
の測度を行う場合 １隻につき３７，０００円
イ その他の場合 １隻につき２６，０００円


 総トン数３トン以上５トン未満の小型漁船
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定
める金額
ア 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積
の測度を行う場合 １隻につき１６，０００円
イ その他の場合 １隻につき１０，０００円

� 総トン数３トン未満の小型漁船（知事が実測
を伴う測度を行う場合に限る。） １隻につき
１０，０００円

別表６の表５４の項の次に次のように加える。

５５ 特定製品に係るフロン類
の回収及び破壊の実施の確
保等に関する法律第２５条第
１項の規定に基づく第二種
特定製品引取業者の登録の
申請に対する審査

第二種特定製
品引取業者登
録申請手数料

４，０００円

５６ 特定製品に係るフロン類
の回収及び破壊の実施の確
保等に関する法律第２８条に
おいて準用する同法第１２条
第１項の規定に基づく第二
種特定製品引取業者の登録
の更新の申請に対する審査

第二種特定製
品引取業者登
録更新申請手
数料

３，０００円

５７ 特定製品に係るフロン類
の回収及び破壊の実施の確
保等に関する法律第２９条第
１項の規定に基づく第二種
フロン類回収業者の登録の
申請に対する審査

第二種フロン
類回収業者登
録申請手数料

５，０００円

５８ 特定製品に係るフロン類
の回収及び破壊の実施の確
保等に関する法律第３３条第
１項において準用する同法
第１２条第１項の規定に基づ
く第二種フロン類回収業者
の登録の更新の申請に対す
る審査

第二種フロン
類回収業者登
録更新申請手
数料

４，０００円

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成１４年３月２６日 第１３４２号外１

５



得割の額の合計額（当該合計額に１００円未満の端数があ

るとき、又は当該合計額」と、同項第２号中「除く。）

の額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当

該金額」とあるのは「除く。）の額並びに法附則第３５条

の２第１０項において準用する同条第１項の規定に係る市

町村の条例の規定による市町村民税の所得割の額の合計

額（当該合計額に１００円未満の端数があるとき、又は当

該合計額」とする。

� 附則第７条の規定の適用については、同条中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条第１項の

規定による県民税の所得割の額」と、同条各号中「課税

総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第１６

条第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の合

計額」とする。

附則第１６条の２第２項第１号中「第１６条の２第１項」を「

第１６条の３第１項」に改め、同項第２号を次のように改める

。


 附則第６条の規定の適用については、同条第１項中「

除く。）の額」とあるのは「除く。）の額並びに附則第

１６条の３第１項の規定による県民税の所得割の額」と、

同条第２項第１号中「除く。）の額（当該金額に１００円

未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除

く。）の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による県

民税の所得割の額の合計額（当該合計額に１００円未満の

端数があるとき、又は当該合計額」と、同項第２号中「

除く。）の額（当該金額に１００円未満の端数があるとき

、又は当該金額」とあるのは「除く。）の額並びに法附

則第３５条の４第４項において準用する同条第１項の規定

に係る市町村の条例の規定による市町村民税の所得割の

額の合計額（当該合計額に１００円未満の端数があるとき

、又は当該合計額」とする。

附則第１６条の２第２項第３号中「第１６条の２第１項」を「

第１６条の３第１項」に改め、同条を附則第１６条の３とし、附

則第１６条の次に次の１条を加える。

（上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に

係る県民税の課税の特例）

第１６条の２ 県民税の所得割の納税義務者が前年中に法附則

第３５条の２の２第１項に規定する上場株式等（以下この項

及び次項において「上場株式等」という。）の譲渡（これ

に類するものとして令で定めるものを含む。以下この項及

び次項において同じ。）のうち租税特別措置法第３７条の１１

第１項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当

該上場株式等のこれらの譲渡（次項の規定の適用を受ける

ものを除く。）による事業所得、譲渡所得及び雑所得（同

法第３２条第２項の規定に該当する譲渡所得を除く。）につ

いては、前条第１項の規定により法附則第３５条の２の２第

１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対し

て課する県民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかか

わらず、法附則第３５条の２の２第１項に規定する上場株式

等に係る課税譲渡所得等の金額の１００分の１．６に相当する

額とする。

２ 平成１６年度から平成１８年度までの各年度分の個人の県民

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に上場株式等の譲

渡のうち租税特別措置法第３７条の１１第１項各号に掲げる上

場株式等の譲渡をした場合において、当該上場株式等が法

附則第３５条の２の２第２項に規定する長期所有上場株式等

であるときは、当該長期所有上場株式等のこれらの譲渡に

よる事業所得、譲渡所得及び雑所得（租税特別措置法第３２

条第２項の規定に該当する譲渡所得を除く。）については

、前条第１項の規定により法附則第３５条の２の２第２項に

規定する長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対

して課する県民税の所得割の額は、前条第１項の規定にか

かわらず、法附則第３５条の２の２第２項に規定する長期所

有上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の１００分の１に

相当する額とする。

３ 前２項の規定の適用がある場合における前条第２項の規

定の適用については、同項第１号中「及び附則第１６条第１

項」とあるのは「及び附則第１６条第１項（附則第１６条の２

第１項又は第２項の規定により適用される場合を含む。以

下同じ。）」と、「同条第１項」とあるのは「同条第１項

（法附則第３５条の２の２第７項において準用する同条第１

項又は第２項の規定により適用される場合を含む。以下同

じ。）」とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１５年１月１日から施行する。ただし、

第４６条の２第１項第３号の改正規定及び附則第３項の規定

は、平成１４年４月１日から施行する。

（県民税に関する経過措置）

２ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」とい

う。）附則第１６条の２の規定は、所得割の納税義務者が平

成１５年１月１日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正

する法律（平成１３年法律第１３４号）第１条の規定による改

正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３７条の１１

第１項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げ

る上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する

。

（自動車税に関する経過措置）

３ 新条例第４６条の２第１項第３号の規定は、平成１４年度以

後の年度分の自動車税について適用し、平成１３年度分まで

の自動車税については、なお従前の例による。

�������
�愛媛県条例第８号
愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する

条例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関

する条例

（趣旨）

第１条 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２

条第２項に規定する特定非営利活動法人（以下「特定非営

利活動法人」という。）に係る県税の特別措置については

、この条例の定めるところによる。

（県民税の課税免除）

第２条 地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第７条の
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４の収益事業（以下「収益事業」という。）を行わない特

定非営利活動法人については、県民税の均等割を課税しな

い。

２ 収益事業を行う特定非営利活動法人については、その設

立の日（特定非営利活動促進法第１３条第１項の規定により

設立の登記がされた日をいう。以下同じ。）から３年以内

に終了する各事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の

計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当

該事業年度に係る県民税の均等割を課税しない。

（不動産取得税の課税免除）

第３条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に

係る事業（特定非営利活動促進法第１１条第１項第３号の規

定により特定非営利活動法人の定款に定める特定非営利活

動に係る事業をいう。以下同じ。）の用に供するための不

動産（収益事業の用に供するものを除く。）を取得したと

きは、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課税しな

い。

２ 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る

事業の用に供するための不動産（収益事業の用に供するも

のに限る。）をその設立の日から１年以内に無償で取得し

、かつ、当該不動産について当該期間内に所有権の移転の

登記がされたときは、当該不動産の取得に対する不動産取

得税を課税しない。

（自動車税の課税免除）

第４条 特定非営利活動法人が所有する自動車（特定非営利

活動法人が使用する自動車でこの条の規定の適用がないと

したならば愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例

第２１号）第４２条第３項の規定により自動車税が課されるべ

きものを含む。）でその行う特定非営利活動に係る事業の

用に供するためのもの（収益事業の用に供するものを除く

。）に対しては、自動車税を課税しない。

（自動車取得税の課税免除）

第５条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に

係る事業の用に供するための自動車をその設立の日から１

年以内に無償で取得し、かつ、当該自動車について当該期

間内に道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第１３条の

規定による移転登録又は同法第６７条第１項の規定による自

動車検査証の記入若しくは道路運送車両法施行規則（昭和

２６年運輸省令第７４号）第６３条の４第１項の規定による軽自

動車届出済証の記入（所有者又は使用者の変更によるもの

に限る。）がされたときは、当該自動車の取得に対する自

動車取得税を課税しない。

（申告）

第６条 この条例の規定の適用を受けようとする特定非営利

活動法人は、県民税、不動産取得税、自動車税又は自動車

取得税に関する申告期限（普通徴収の方法によって徴収さ

れる自動車税にあっては、納期限前７日）までに、知事が

定める事項を記載した申告書を知事に提出しなければなら

ない。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関

し必要な事項は、知事が定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

（県民税に関する経過措置）

２ 第２条第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に終了する地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第５２条第２項第３号の期間分の県民税について

適用する。

３ 第２条第２項の規定は、施行日以後に終了する事業年度

分の県民税について適用する。

（不動産取得税に関する経過措置）

４ 第３条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課

すべき不動産取得税について適用する。

（自動車税に関する経過措置）

５ 第４条の規定は、平成１４年度以後の年度分の自動車税に

ついて適用する。

（自動車取得税に関する経過措置）

６ 第５条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課

すべき自動車取得税について適用する。

�������
�愛媛県条例第９号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例

第１１号）の一部を次のように改正する。

別表６の項事務の欄第２号中「第４条」を「第４条第２項

」に改め、同項同欄第３号及び第４号を次のように改める。

�及び� 削除

別表６の項事務の欄第５号中「政令第２条の３第１項」を

「栄養士法施行令（昭和２８年政令第２３１号。以下この項にお

いて「政令」という。）第１条第２項」に、「第５条の２」

を「第２条第３項」に、「登録」を「免許」に改め、同項同

欄第６号中「第２条の３第２項」を「第１条第３項」に、「

同項の登録証」を「法第４条第４項の管理栄養士免許証」に

改め、同号の次に次の１号を加える。

�の２ 政令第３条第１項の規定に基づく栄養士名簿の

訂正の申請の受付及び当該申請に係る申請書の知事へ

の送付に関する事務

別表６の項事務の欄第７号中「第２条の４第２項」を「第

３条第４項」に、「同条第１項」を「同条第３項」に改め、

同号の次に次の３号を加える。

�の２ 政令第４条第１項の規定に基づく栄養士名簿の

登録の抹消の申請の受付及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務

�の３ 政令第４条第２項の規定により知事を経由する

同項の規定に基づく管理栄養士名簿の登録の抹消の申

請の受付及び当該申請に係る申請書の知事への送付に

関する事務

�の４ 政令第５条第１項の規定に基づく栄養士免許証

の書換え交付の申請の受付及び当該申請に係る申請書
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の知事への送付に関する事務並びに栄養士免許証の交

付に関する事務

別表６の項事務の欄第８号中「第２条の５第２項」を「第

５条第２項」に、「同条第１項」を「同項」に、「登録証」

を「管理栄養士免許証」に、「同条第３項」を「同条第５項

において準用する政令第１条第３項」に改め、同号の次に次

の１号を加える。

�の２ 政令第６条第１項の規定に基づく栄養士免許証

の再交付の申請の受付及び当該申請に係る申請書の知

事への送付に関する事務並びに栄養士免許証の交付に

関する事務

別表６の項事務の欄第９号中「第２条の６第２項」を「第

６条第６項」に、「同条第１項」を「同条第２項」に、「登

録証」を「管理栄養士免許証」に、「同条第４項」を「同条

第７項において準用する政令第１条第３項」に改め、同号の

次に次の１号を加える。

�の２ 政令第６条第５項並びに第８条第１項及び第３

項の規定に基づく栄養士免許証の返納の受付及び知事

への送付に関する事務

別表６の項事務の欄第１０号中「第２条の６第３項及び第２

条の８」を「第６条第６項並びに第８条第２項及び第４項」

に、「これら」を「政令第６条第５項並びに第８条第２項及

び第４項」に、「登録証」を「管理栄養士免許証」に改め、

同項同欄第１１号中「第３条」を「第９条」に改め、同項同欄

第１２号中「第５条第２項」を「第１２条第２項」に、「第３条

」を「第９条」に、「第５条第１項」を「第１２条第１項」に

、「指定養成施設」を「法第２条第１項に規定する養成施設

（以下この項において「指定養成施設」という。）」に改め

、同項同欄第１３号中「第５条の２」を「第１３条」に改め、同

項同欄第１４号中「第５条の３」を「第１４条」に改め、同項同

欄第１５号中「第５条の４」を「第１５条」に改め、同項同欄第

１６号及び第１７号を削り、同表８の項同欄第１号の次に次の２

号を加える。

	の２ 法第５条第２項（法第９条第２項において準用

する場合を含む。）の規定に基づく有効期間の更新の

申請の受理及び当該申請に係る申請書の知事への送付

に関する事務

	の３ 法第６条第１項（法第９条第２項において準用

する場合を含む。）の規定に基づく工事の完了又は廃

止の届出の受付及び当該届出に係る届出書の知事への

送付に関する事務

別表８の項事務の欄第２号中「第８条第１項」を「第９条

第１項」に改め、同項同欄第３号を次のように改める。

� 法第１５条第１項の規定に基づく登録の申請の受理及

び当該申請に係る申請書の知事への送付に関する事務

別表８の項事務の欄第３号の次に次の２号を加える。

�の２ 法第１６条の規定に基づく申請事項の変更の届出

の受付及び当該届出に係る届出書の知事への送付に関

する事務

�の３ 法第１７条第１項の規定に基づく温泉成分分析の

業務の廃止の届出の受付及び当該届出に係る届出書の

知事への送付に関する事務

別表８の項事務の欄第４号中「前３号」を「前各号」に改

め、同表１７の項同欄第２号を次のように改める。


 削除

別表１７の項事務の欄第５号の次に次の３号を加える。

の２ 法第５０条の３第１項の規定に基づく精神障害者

居宅生活支援事業を行う旨の届出の受付及び当該届出

に係る届出書の知事への送付に関する事務

の３ 法第５０条の３第２項の規定に基づく届出事項の

変更の届出の受付及び当該届出に係る届出書の知事へ

の送付に関する事務

の４ 法第５０条の３第３項の規定に基づく精神障害者

居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出の受付及び当

該届出に係る届出書の知事への送付に関する事務

別表１７の項事務の欄第７号を次のように改める。

� 削除

別表１７の項の次に次のように加える。

１７の２ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下この項

において「法」という。）及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

	 法第４５条第３項（同条第５項において準用する場合を含む

。）の規定に基づく政令で定める精神障害の状態にないと認

めた旨の通知に係る通知書の交付に関する事務


 政令第４条の２第１項の規定に基づく費用を負担しない旨

の通知に係る通知書の交付に関する事務

� 前２号に定めるもののほか、法の施行のための規則に基づ

く事務であって規則で定めるもの

各市町村

別表２２の項を次のように改める。

２２ 削除

別表２７の項事務の欄第５号中「第１４条第１項」の下に「か

ら第３項まで」を、「第２１条第３項」の下に「及び第４項」

を加え、同項同欄第７号中「第３９条第４項」の下に「及び第

５項」を、「事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を

加え、同表３４の項同欄に次の４号を加える。

� 法第３４条第１項において準用する法第１３条第１項の

規定に基づく専用水道給水開始前の届出の受理に関す

る事務

 法第３６条の規定に基づく専用水道又は簡易専用水道

に係る施設の改善指示等に関する事務

� 法第３７条の規定に基づく専用水道又は簡易専用水道

に係る給水停止命令に関する事務

� 法第３９条第２項及び第３項の規定に基づく専用水道

又は簡易専用水道に係る報告の徴収又は立入検査に関

する事務

別表３４の項市町村の欄中「各市」を「各市町村」に改め、

同表３５の項を次のように改める。

３５ 削除

別表５０の項事務の欄第９号中「第３６条第１項第３号ハ」を

「第３６条第１項第３号ホ」に改め、同表５４の項同欄第２号中

「第１６条」を「第１７条」に改め、同項同欄第３号中「第１７条

及び第１８条」を「第１８条及び第１９条」に改める。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、別
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表５０の項及び５４の項の改正規定は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１０号
愛媛県男女共同参画推進条例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県男女共同参画推進条例

目次

前文

第１章 総則（第１条―第８条）

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第９条

―第１６条）

第３章 男女共同参画を推進するための体制（第１７条―第

２３条）

第４章 苦情等の処理（第２４条・第２５条）

第５章 愛媛県男女共同参画会議（第２６条）

第６章 雑則（第２７条）

附則

我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がう

たわれ、国際社会の取組と連動して、男女平等の実現に向け

て法制度の整備を中心とした各種の取組がなされてきた。

愛媛県においても、国際社会や国内の動向を踏まえつつ、

女性の地位向上と社会参加の促進に向けた様々な取組が進め

られてきたが、性別による固定的及び差別的な役割分担意識

やそれに基づく慣行は、依然として社会に根強く残っており

、性に起因する暴力や不利益な取扱いなど男女平等の実現を

阻む多くの課題が各分野に存在している。

一方、少子高齢化の急速な進展などの社会環境の大きな変

化に対応し、豊かで活力ある社会を築いていくためには、男

女が、性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮して、社

会のあらゆる分野に対等な構成員として参画し、共に責任を

分かち合う男女共同参画社会を実現することが重要かつ緊急

の課題となっている。

このため、男女の人権が共に尊重される社会づくりを基礎

として、性別による役割分担意識の解消を図り、併せてそれ

に基づく社会慣行を是正するとともに、政策又は方針の決定

過程に共同して参画する機会の拡大や家庭生活における活動

とその他の活動との両立の支援などの取組を総合的かつ計画

的に進めていく必要がある。

このような現状にかんがみ、男女共同参画社会基本法の趣

旨を踏まえ、農林水産業の従事者が多いことなどの愛媛県の

地域特性に配慮しつつ、県民、事業者、市町村及び国との連

携と協働の下に、男女共同参画社会の早期の実現を目指すこ

とを決意し、この条例を制定する。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念

を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするととも

に、県の施策の基本となる事項を定めることにより、男女

共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参

画社会を実現することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は

、当該各号に定めるところによる。

	 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うことをいう。


 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の

格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。

� セクシュアル・ハラスメント 他の者に対し、その意

に反する性的な言動をとることにより当該者の生活、教

育、就業等における環境を害すること又は性的な言動を

受けた者の対応により当該者に不利益を与えることをい

う。

� ドメスティック・バイオレンス 夫婦間、恋愛関係に

ある男女間その他親密な関係にある男女間で行われる暴

力的行為（身体的な苦痛又は著しい精神的な苦痛を与え

る行為をいう。以下同じ。）をいう。

（基本理念）

第３条 男女共同参画は、男女の個人としての尊厳が重んぜ

られること、男女が直接的にも間接的にも性別による差別

的取扱いを受けないこと、男女が共に社会的文化的に形成

された性別による固定的な役割分担意識にとらわれず個人

として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女

の人権が尊重されることを旨として、推進されなければな

らない。

２ 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又

は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男

女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及

ぼすことがないように配慮されなければならない。

３ 男女共同参画は、男女が、社会の対等な構成員として、

県その他の団体における施策又は方針の立案及び決定に共

同して参画する機会が確保されることを旨として、推進さ

れなければならない。

４ 男女共同参画は、家族を構成する男女が、相互の協力と

社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生

活における活動について家族の一員としての責務を円滑に

果たし、かつ、当該活動と家庭以外の職域、学校、地域そ

の他の社会のあらゆる分野における活動とを両立して行う

ことができるようにすることを旨として、推進されなけれ

ばならない。

５ 男女共同参画は、経済活動の分野において、男女が均等

な就業環境の下で、労働、生産、経営等に協働して取り組

むことを旨として、推進されなければならない。

６ 男女共同参画は、学校教育及び生涯にわたる社会教育の

分野において、主体的に学び、考え、及び行動することの

できる自立の精神と男女平等の意識が育まれることを旨と

して、推進されなければならない。

７ 男女共同参画は、生涯にわたる妊娠、出産その他の性及

び生殖に関する事項に関し、自らの決定が尊重されること

及び健康な生活を営むことについて配慮されることを旨と

して、推進されなければならない。
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８ 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関

係を有していることにかんがみ、男女共同参画は、広く世

界に向けた視野に立って推進されなければならない。

（県の責務）

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（

積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。

２ 県は、男女共同参画の推進に関する施策について、県民

、事業者、市町村及び国と相互に連携して取り組むよう努

めるものとする。

（県民の責務）

第５条 県民は、家庭、職域、学校、地域その他の社会のあ

らゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画

の推進に努めなければならない。

２ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策

に積極的に協力するよう努めなければならない。

（事業者の責務）

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が職域におけ

る活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、職

業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動

とを両立して行うことができる就業環境を整備するよう努

めなければならない。

２ 事業者は、事業活動において、男女共同参画の推進に寄

与するよう努めなければならない。

３ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施

策に積極的に協力するよう努めなければならない。

（性別による権利侵害等の禁止）

第７条 何人も、家庭、職域、学校、地域その他の社会のあ

らゆる分野において、性別を理由として直接的にも間接的

にも差別的な取扱いをしてはならない。

２ 何人も、家庭、職域、学校、地域その他の社会のあらゆ

る分野において、セクシュアル・ハラスメントを行っては

ならない。

３ 何人も、家庭、職域、学校、地域その他の社会のあらゆ

る分野において、ドメスティック・バイオレンスを始めと

する男女共同参画を阻害する暴力的行為を行ってはならな

い。

４ 県は、前３項の規定に違反する行為による被害を受けた

者に対し、必要に応じた支援を行うものとする。

（情報の公表に際しての留意）

第８条 何人も、情報を公表するに当たっては、性別による

差別若しくは固定的な役割分担又は異性に対する暴力的行

為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなけ

ればならない。

２ 何人も、不特定多数の者に表示する情報において過度の

性的な表現を行わないよう努めなければならない。

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

（基本計画）

第９条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する

基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するも

のとする。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする

。

	 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関

する施策の大綱


 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ

、広く県民の意見を聴くとともに、愛媛県男女共同参画会

議に諮問するものとする。

４ 知事は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公

表するものとする。

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（積極的改善措置）

第１０条 県は、県民、事業者及び市町村が積極的改善措置を

講ずるために必要な情報の提供、相談、助言その他の支援

を行うものとする。

２ 県は、審議会等の附属機関その他これに準ずるものの構

成員を委嘱し、又は任命する場合は、積極的改善措置を講

ずることにより男女の構成員数の均衡を図るよう努めるも

のとする。

（農林水産業等の分野における環境整備）

第１１条 県は、農林水産業及び自営の商工業等の分野におい

て、男女が主体的に能力を十分に発揮し、対等な構成員と

して経営その他方針の立案及び決定の場に参画する機会が

確保される社会を実現するため、家庭、職域及び地域にお

ける性別による固定的な役割分担意識の解消その他の必要

な環境整備を行うものとする。

（調査研究）

第１２条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、

及び実施するために必要な調査研究を行うものとする。

（広報活動及び教育分野における措置）

第１３条 県は、広報活動等の充実により、男女共同参画に関

する県民及び事業者その他の民間の団体（以下「県民等」

という。）の関心と理解を深めるよう努めるとともに、学

校教育及び社会教育の分野において、男女共同参画を推進

するために必要な措置を講ずるものとする。

（県民等に対する支援）

第１４条 県は、県民等が行う男女共同参画の推進に関する活

動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ず

るものとする。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第１５条 県は、男女共同参画社会の実現に影響を及ぼすと認

められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女

共同参画の推進に配慮するものとする。

（年次報告）

第１６条 知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女

共同参画の推進に関する施策の実施の状況を明らかにした

報告書を作成し、及び公表するものとする。

第３章 男女共同参画を推進するための体制

（財政上の措置等）

第１７条 県は、男女共同参画を推進するために必要な財政上

の措置その他の措置を講ずるものとする。

（総合的な拠点施設の設置）

愛 媛 県 報平成１４年３月２６日 第１３４２号外１

１０



第１８条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、

並びに県民等及び市町村による男女共同参画の取組を支援

するための総合的な拠点施設を設置するものとする。

（県と市町村との協働）

第１９条 県は、市町村が行う男女共同参画の推進に関する基

本的な計画の策定及び市町村が実施する男女共同参画の推

進に関する施策を支援するため、情報の提供、技術的な助

言その他の必要な措置を講ずるものとする。

２ 県は、市町村に対し、県と協働して男女共同参画の推進

に関する施策を実施すること及び県が実施する男女共同参

画の推進に関する施策に協力することを求めるものとする

。

（事業者からの報告等）

第２０条 知事は、男女共同参画の推進に関し必要があると認

める場合は、事業者に対し、男女共同参画の状況その他の

必要な事項について報告を求めることができる。

２ 知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の状況

その他の事項を取りまとめ、公表することができる。

３ 知事は、第１項の報告に基づき、事業者に対し、情報の

提供、助言その他の必要な措置を講ずることができる。

（県民等からの意見の申出）

第２１条 県民等は、男女共同参画の推進に必要な事項に関し

、知事に対し、意見を申し出ることができる。

２ 知事は、前項の申出を受けた場合において、必要がある

と認めるときは、関係機関と連携し、適切な措置を講ずる

ものとする。

（男女共同参画推進週間）

第２２条 男女共同参画の推進について、県民等の関心と理解

を深めるとともに、男女共同参画の推進に関する活動が積

極的に行われるようにするため、男女共同参画推進週間を

設ける。

２ 男女共同参画推進週間は、６月１７日から２３日までとする

。

（推進体制の整備）

第２３条 第１７条から前条までに定めるもののほか、県は、男

女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ効果的に実施

するために必要な推進体制を整備するものとする。

第４章 苦情等の処理

（愛媛県男女共同参画推進委員）

第２４条 県民等からの次条第１項の申出を適切かつ迅速に処

理するため、愛媛県男女共同参画推進委員（以下「推進委

員」という。）を置く。

２ 推進委員の数は、３人以内とする。

３ 推進委員は、男女共同参画の推進に関し識見を有する者

のうちから、知事が委嘱する。

４ 推進委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の推進委

員の任期は、前任者の残任期間とする。

５ 知事は、推進委員が次の各号のいずれかに該当する場合

を除き、その意に反して罷免することができない。

	 心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき

。


 職務上の義務違反その他推進委員たるに適しない非行

があると認めるとき。

６ 第２項から前項までに定めるもののほか、推進委員に関

し必要な事項は、知事が定める。

（苦情及び人権侵害の申出）

第２５条 県民等は、次に掲げる場合には、推進委員にその旨

及び改善すべきとする事項を申し出ることができる。

	 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男

女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策（以

下「県の施策」という。）について苦情がある場合


 性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進

を阻害する要因による人権の侵害が生じた場合

２ 推進委員は、前項の申出があった場合は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める事務を行う。

	 前項第１号に掲げる場合における申出があったとき

必要に応じて、県の施策を行う機関に対し、説明を求め

、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はそ

の写しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該

機関に是正その他の措置をとるよう勧告等を行うこと。


 前項第２号に掲げる場合における申出があったとき

必要に応じて、関係者に対し、その協力を得た上で資料

の提出及び説明を求め、必要があると認めるときは、当

該関係者に助言、是正の要望等を行うこと。

３ 前項第１号の勧告等を受けた機関は、当該勧告等に適切

かつ迅速に対応するとともに、その状況を速やかに推進委

員に報告するものとする。

４ 推進委員は、第２項第２号の助言、是正の要望等を行っ

た関係者に対し、当該助言、是正の要望等への対応の状況

について報告を求めることができる。

５ 推進委員は、第２項に規定する事務の処理の状況及び前

２項の規定により報告を受けた対応の状況について、必要

に応じて関係する県の機関その他の機関に通知するととも

に、個人に関する情報の保護に十分配慮した上で、公表す

るものとする。

第５章 愛媛県男女共同参画会議

第２６条 男女共同参画の推進に関し、次に掲げる事務を行わ

せるため、愛媛県男女共同参画会議（以下「参画会議」と

いう。）を置く。

	 男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な政策

及び重要事項を審議すること。


 男女共同参画の推進に関する施策の実施の状況につい

て、必要に応じて、調査し、及び知事に意見を述べるこ

と。

２ 参画会議は、委員２１人以内で組織する。

３ 委員は、男女共同参画の推進に関し学識経験のある者そ

の他適当と認める者のうちから、知事が委嘱し、又は任命

する。

４ 第２４条第４項の規定は、委員について準用する。

５ 第２項から前項までに定めるもののほか、参画会議の組

織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。

第６章 雑則

（委任）

第２７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関

し必要な事項は、知事が定める。

附 則
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この条例は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、第

４章の規定は、同年１０月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１１号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛

媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

別表第１愛媛県女性総合センターの項目的の欄中「開発等

」の下に「を通じて男女共同参画の推進」を加え、「行うと

ともに、」を「行い、及び」に、「提供する」を「提供する

とともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律（平成１３年法律第３１号）に規定する配偶者暴力相談支

援センターとして、各般の問題についての相談、必要な指導

及び情報の提供その他の援助を行う」に改め、同表愛媛県婦

人相談所の項同欄中「行なう」を「行うとともに、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配

偶者暴力相談支援センターとして、各般の問題についての相

談、必要な指導、被害者の一時保護及び情報の提供その他の

援助を行う」に改め、同表愛媛県立さつき寮の項同欄中「要

保護女子」を「、要保護女子」に、「実施する」を「実施す

るとともに、配偶者からの暴力を受けた女性の保護を行う」

に改め、同表愛媛県精神保健福祉センターの項同欄中「関し

、」を「関する」に改め、「指導」の下に「並びに通院医療

費の公費負担の申請及び精神障害者保健福祉手帳の交付の申

請に対する判定等」を加え、同表愛媛県宇和海博物展示館の

項を次のように改める。

愛媛県宇和

海自然ふれ

あい館

足摺宇和海国立公園の自然と

の触れ合いを推進するため、

同国立公園の自然に関する情

報提供を行うとともに、休憩

及び交流の場を提供する。

南宇和郡

西海町

別表第１愛媛県林業試験場の項名称の欄中「愛媛県林業試

験場」を「愛媛県林業技術センター」に改め、同項目的の欄

中「林業に」を「林業、森林及び緑化に」に、「及び展示並

びに研修施設」を「、展示、知識の普及、指導及び相談並び

に研修施設等」に改め、同表愛媛県緑化センターの項を削る

。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

（愛媛県緑化センター使用料条例の廃止）

２ 愛媛県緑化センター使用料条例（昭和５２年愛媛県条例第

１０号）は、廃止する。

（愛媛県林業試験場使用料条例の一部改正）

３ 愛媛県林業試験場使用料条例（平成２年愛媛県条例第２４

号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

愛媛県林業技術センター使用料条例

第１条中「愛媛県林業試験場」を「愛媛県林業技術セン

ター」に、「研修室」を「施設」に改める。

第３条並びに第５条ただし書及び各号中「研修室」を「

施設」に改める。

別表２を次のように改める。

２ 施設の使用料

区 分 単 位 金 額

研修室 １日につき ６，３１０円

屋内緑化木展
示流通施設

１０平方メートル１日
につき

８０円

屋外緑化木展
示流通施設

１０平方メートル１日
につき

５円

備考 屋内緑化木展示流通施設及び屋外緑化木展
示流通施設については、１０平方メートル又は
１日未満の端数があるときは、それぞれ１０平
方メートル又は１日とする。

�������
�愛媛県条例第１２号
理容師法施行条例及び美容師法施行条例の一部を改正する

条例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

理容師法施行条例及び美容師法施行条例の一部を改正

する条例

（理容師法施行条例の一部改正）

第１条 理容師法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１４号）の

一部を次のように改正する。

第２条中「第８条第３号」を「第９条第３号」に改める

。

第４条第２項中「実地習練生及び」を削り、「これらの

者」を「補助作業員」に改める。

第６条第４号を削る。

（美容師法施行条例の一部改正）

第２条 美容師法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１５号）の

一部を次のように改正する。

第４条第２項中「実地習練生及び」を削り、「これらの

者」を「補助作業員」に改める。

第６条第４号を削る。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、第

１条中理容師法施行条例第２条の改正規定は、公布の日から

施行する。

�������
�愛媛県条例第１３号
愛媛県ふぐ取扱者条例の一部を改正する条例を次のように

公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県ふぐ取扱者条例の一部を改正する条例

愛媛県ふぐ取扱者条例（昭和２７年愛媛県条例第６３号）の一

部を次のように改正する。

第６条第２号を削り、同条第１号中「精神病者又は」を削
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り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第２号とし

、同号の前に次の１号を加える。

	 心身の障害により取扱者の業務を適正に行うことがで

きない者として規則で定めるもの

第６条第３号を削り、同条第４号中「第１３条」を「第１３条

第２項」に改め、同号を同条第３号とし、同条第５号を同条

第４号とする。

第１３条を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。

知事は、取扱者が第６条第１号又は第２号に該当するに

至つたときは、当該取扱者の免許を取り消すものとする。

第１３条に次の１項を加える。

３ 前２項の規定により免許の取消処分を受けた者であつて

も、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなく

なつたとき、その他その後の事情により再び免許を与える

のが適当であると認められるに至つたときは、その申請に

基づいて再免許を与えることができる。この場合において

は、第７条第１項の規定を準用する。

第１７条第１項第２号中「第１３条」を「第１３条第２項」に改

める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１４号
愛媛県食肉衛生検査センター設置条例を次のように公布す

る。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県食肉衛生検査センター設置条例

（設置）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５６条第１項
�

の規定に基づき、と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）、食

鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年

法律第７０号）及び食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に

基づく食肉の検査その他の食肉の衛生に関する事務を分掌

させるため、食肉衛生検査センターを設置する。

（名称、位置及び所管区域）

第２条 食肉衛生検査センターの名称、位置及び所管区域は

、次の表のとおりとする。

名 称 位 置 所管区域

愛媛県食肉衛生

検査センター

大洲市 県内全域（保健所を

設置する市の区域を

除く。）

（支所）

第３条 食肉衛生検査センターに、規則で定めるところによ

り、支所を置くことができる。

附 則

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

２ 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例

第２９号）の一部を次のように改正する。

第３３条及び第６３条中「保健所」を「食肉衛生検査センタ

ー」に改める。

�愛媛県条例第１５号
愛媛県精神保健福祉審議会運営条例の一部を改正する条例

を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県精神保健福祉審議会運営条例の一部を改正する

条例

愛媛県精神保健福祉審議会運営条例（昭和４０年愛媛県条例

第２８号）の一部を次のように改正する。

第４条を削り、第５条を第４条とし、第６条を第５条とし

、第７条を第６条とする。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１６号
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のよ

うに公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７

号）の一部を次のように改正する。

別表第４ハ 医療職給料表�備考中「保健婦、看護婦、
准看護婦」を「保健師、看護師、准看護師」に改める。

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第２条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県

条例第２９号）の一部を次のように改正する。

第４５条中「看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士」を

「看護師又は准看護師」に、「看護婦等」を「看護師等」

に改める。

第５５条第１号中「看護婦等」を「看護師等」に改める。

第５７条中「保健婦又は保健士」を「保健師」に改める。

（准看護婦試験委員条例の一部改正）

第３条 准看護婦試験委員条例（昭和２８年愛媛県条例第１２号

）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

准看護師試験委員条例

第１条中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看

護師法」に、「准看護婦試験委員」を「准看護師試験委員

」に改める。

第２条第２項中「看護婦」を「看護師」に改める。

（愛媛県看護職員修学資金貸与条例の一部改正）

第４条 愛媛県看護職員修学資金貸与条例（昭和３７年愛媛県

条例第１９号）の一部を次のように改正する。

第１条中「保健婦（士）、助産婦、看護婦（士）及び准

看護婦（士）」を「保健師、助産師、看護師及び准看護師

」に改める。

第２条第２号中「看護婦（士）」を「看護師」に改める

。

第６条第１号オ中「助産婦」を「助産師」に改め、同号

カ中「保健婦（士）」を「保健師」に改める。

（愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正
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）

第５条 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和

３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

別表第１愛媛県立伊予三島看護専門学校の項目的の欄中

「看護婦及び看護士」を「看護師」に改める。

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第６条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の

一部を次のように改正する。

別表２の表１０の項事務の欄中「保健婦助産婦看護婦法」

を「保健師助産師看護師法」に改め、「（同法第６０条第１

項において準用する場合を含む。）」を削り、「准看護婦

又は准看護士」を「准看護師」に改め、同項名称の欄中「

准看護婦又は准看護士」を「准看護師」に改め、同表１１の

項事務の欄中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師

看護師法」に改め、「（同法第６０条第１項において準用す

る場合を含む。）」を削り、「准看護婦試験又は准看護士

試験」を「准看護師試験」に改め、同項名称の欄中「准看

護婦又は准看護士」を「准看護師」に改め、同表１２の項事

務の欄中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護

師法」に改め、「（これらの規定を同法第６０条第１項にお

いて準用する場合を含む。）」を削り、「准看護婦試験合

格証明書又は准看護士試験合格証明書」を「准看護師試験

合格証明書」に改め、同項名称の欄中「准看護婦試験合格

証明書又は准看護士試験合格証明書」を「准看護師試験合

格証明書」に改め、同表１３の項事務の欄中「保健婦助産婦

看護婦法施行令」を「保健師助産師看護師法施行令」に、

「准看護婦免許証又は准看護士免許証」を「准看護師免許

証」に改め、同項名称の欄中「准看護婦免許証又は准看護

士免許証」を「准看護師免許証」に改め、同表１４の項事務

の欄中「保健婦助産婦看護婦法施行令」を「保健師助産師

看護師法施行令」に、「准看護婦免許証又は准看護士免許

証」を「准看護師免許証」に改め、同項名称の欄中「准看

護婦免許証又は准看護士免許証」を「准看護師免許証」に

改め、同表１５の項事務の欄、同表１６の項同欄、同表１７の項

同欄、同表１８の項同欄及び同表１９の項同欄中「保健婦助産

婦看護婦法施行令」を「保健師助産師看護師法施行令」に

改める。

（愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部改正）

第７条 愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛

県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

別表１２の項事務の欄中「保健婦助産婦看護婦法（」を「

保健師助産師看護師法（」に改め、同項同欄第１号中「（

法第６０条第１項において準用する場合を含む。）」を削り

、「准看護婦等」を「准看護師」に改め、同項同欄第２号

中「第１３条第２項（法第６０条第１項において準用する場合

を含む。）の准看護婦免許証等」を「第１２条第２項の准看

護師免許証」に改め、同項同欄第３号中「保健婦等」を「

保健師等」に改め、同項同欄第４号中「保健婦助産婦看護

婦法施行令」を「保健師助産師看護師法施行令」に、「保

健婦等」を「保健師等」に改め、同項同欄第５号中「准看

護婦籍等」を「准看護師籍」に改め、同項同欄第６号中「

保健婦籍等」を「保健師籍等」に改め、同項同欄第７号中

「准看護婦籍等」を「准看護師籍」に改め、同項同欄第８

号中「保健婦籍等」を「保健師籍等」に改め、同項同欄第

９号中「准看護婦籍等」を「准看護師籍」に改め、同項同

欄第１０号中「保健婦籍等」を「保健師籍等」に改め、同項

同欄第１１号中「准看護婦等」を「准看護師」に改め、同項

同欄第１２号中「保健婦等」を「保健師等」に改め、同項同

欄第１３号及び第１４号中「准看護婦等」を「准看護師」に改

め、同項同欄第１５号及び第１６号中「保健婦等」を「保健師

等」に改め、同項同欄第１７号中「准看護婦等」を「准看護

師」に改め、同項同欄第１８号中「保健婦等」を「保健師等

」に改め、同項同欄第１９号中「保健婦助産婦看護婦法施行

規則」を「保健師助産師看護師法施行規則」に、「准看護

婦試験等」を「准看護師試験」に改め、同項同欄第２０号中

「准看護婦試験等」を「准看護師試験」に改め、同項同欄

第２１号中「准看護婦試験合格証明書等」を「准看護師試験

合格証明書」に改め、同表５７の項同欄中「看護婦等の人材

確保の促進に関する法律」を「看護師等の人材確保の促進

に関する法律」に、「看護婦等確保推進者」を「看護師等

確保推進者」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例の施行の際現に従前の准看護婦試験委員である

者は、この条例の施行の日に、第３条の規定による改正後

の准看護師試験委員条例第２条第２項の規定により、准看

護師試験委員として命ぜられ、又は委嘱されたものとみな

す。この場合において、その命ぜられ、又は委嘱されたも

のとみなされる者の任期は、同条例第３条の規定にかかわ

らず、同日における従前の准看護婦試験委員としての任期

の残任期間と同一の期間とする。

�������
�愛媛県条例第１７号
愛媛県介護保険財政安定化基金条例等の一部を改正する条

例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県介護保険財政安定化基金条例等の一部を改正す

る条例

（愛媛県介護保険財政安定化基金条例の一部改正）

第１条 愛媛県介護保険財政安定化基金条例（平成１２年愛媛

県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

第９条を第１０条とし、第８条を第９条とし、第７条の次

に次の１条を加える。

（繰替運用）

第８条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実

な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する

現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（愛媛県中山間地域等直接支払基金条例の一部改正）

第２条 愛媛県中山間地域等直接支払基金条例（平成１２年愛

媛県条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実

な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する

現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

愛 媛 県 報平成１４年３月２６日 第１３４２号外１

１４



（愛媛県情報通信技術講習推進基金条例の一部改正）

第３条 愛媛県情報通信技術講習推進基金条例（平成１２年愛

媛県条例第５９号）の一部を次のように改正する。

第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実

な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する

現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

附則第２項中「平成１４年３月３１日」を「平成１５年３月３１

日」に改める。

（愛媛県新緊急地域雇用創出基金条例の一部改正）

第４条 愛媛県新緊急地域雇用創出基金条例（平成１３年愛媛

県条例第４９号）の一部を次のように改正する。

第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実

な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する

現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、第

３条中愛媛県情報通信技術講習推進基金条例附則第２項の改

正規定は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１８号
愛媛県森林整備地域活動支援基金条例を次のように公布す

る。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県森林整備地域活動支援基金条例

（設置）

第１条 森林の適正な整備を通じてその有する多面的機能の

発揮を図る観点から、森林所有者等による計画的かつ一体

的な森林の施業の実施に不可欠な地域における活動を支援

するために市町村が行う森林所有者等に対する交付金の交

付に要する経費の財源に充てるため、森林整備地域活動支

援基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算

（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も

確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基

金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要す

る経費に充てるため、その全部又は一部を処分することが

できる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な

繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金

を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必

要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１９号
愛媛県漁港施設事業負担金条例等の一部を改正する条例を

次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県漁港施設事業負担金条例等の一部を改正する条

例

（愛媛県漁港施設事業負担金条例の一部改正）

第１条 愛媛県漁港施設事業負担金条例（昭和３２年愛媛県条

例第１４号）の一部を次のように改正する。

第１条中「基き」を「基づき」に、「修築」を「整備」

に改める。

第２条の表漁港種別の項中「修築工事」を「整備工事」

に改める。

附則第２項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に、「第

９項から第１１項」を「第２項から第４項」に改める。

（愛媛県漁港管理条例の一部改正）

第２条 愛媛県漁港管理条例（昭和３３年愛媛県条例第１０号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

第１７条第１項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備

事業」に改める。

（愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例の

一部改正）

第３条 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条

例（昭和４８年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正

する。

第３条第２１号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改め

る。

（愛媛県の海を管理する条例の一部改正）

第４条 愛媛県の海を管理する条例（平成７年愛媛県条例第

５１号）の一部を次のように改正する。

第２条中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

附 則

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

�������
�愛媛県条例第２０号
愛媛県土地収用事業認定審議会条例を次のように公布する

。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県土地収用事業認定審議会条例

（趣旨）

第１条 この条例は、土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）
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第３４条の７第２項の規定に基づき、同条第１項の審議会そ

の他の合議制の機関として設置される愛媛県土地収用事業

認定審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に

関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 審議会は、委員７人以内で組織する。

（委員）

第３条 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱

する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。

（専門委員）

第４条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審

議会に専門委員を置くことができる。

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者の

うちから、知事が委嘱する。

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したと

きは、解任されるものとする。

４ 前条第４項の規定は、専門委員について準用する。

（会長）

第５条 審議会に会長を置く。

２ 会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委

員が、その職務を代理する。

（会議）

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる

。

２ 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事

を開き、議決することができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。

４ 審議会の会議は、公開しない。

５ 審議会の議事について直接の利害関係を有する委員は、

当該議事に関する審議会の会議に出席し、又はその議決に

加わることができない。

（庶務）

第７条 審議会の庶務は、土木部において処理する。

（雑則）

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し

必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この条例は、土地収用法の一部を改正する法律（平成１３年

法律第１０３号）の施行の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第２１号
愛媛県立都市公園条例の一部を改正する条例を次のように

公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立都市公園条例の一部を改正する条例

愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）の一

部を次のように改正する。

別表１道後公園の項有料公園施設の種類及び名称の欄中「

「球戯場
球戯場」を

駐車場」
に改める。

別表３道後公園の部中球戯場の項の次に次のように加える

。

駐 車 場 １台３０分につき １００円

別表３注１中「１時間とし、」の下に「同公園の駐車場及

び」を加える。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第２２号
愛媛県建築基準法施行条例の一部を改正する条例を次のよ

うに公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県建築基準法施行条例の一部を改正する条例

愛媛県建築基準法施行条例（昭和３５年愛媛県条例第２１号）

の一部を次のように改正する。

第５条第１項及び第２項を次のように改める。

高さ５メートル以上のがけ（こう配が３０度以上の傾斜地

をいう。以下この条において同じ。）の下端に続く地盤面

のうち、がけの上端からの水平距離ががけの高さの１．７５倍

以内の位置に居室を有する建築物を建築する場合には、が

けの形状若しくは土質又は当該建築物の位置、規模若しく

は構造に応じて安全上必要な擁壁をがけ又はがけの部分に

設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合は、この限りでない。

	 がけの形状又は土質により安全上支障がない場合


 当該建築物の主要構造部（がけ崩れによる被害を受け

るおそれのない部分を除く。）を鉄筋コンクリート造と

した場合

� がけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けた場

合

� 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成１２年法律第５７号）第８条第１項の規

定により指定された土砂災害特別警戒区域（同条第４項

の規定により公示された土砂災害の発生原因となる自然

現象の種類が同法第２条に規定する急傾斜地の崩壊であ

るものに限る。以下「特別警戒区域」という。）内に当

該建築物を建築する場合

２ 高さ３メートルを超えるがけの上端に続く地盤面のうち

、がけの下端からの水平距離ががけの高さの１．７５倍以内の

位置に建築物を建築する場合には、がけの形状若しくは土

質又は当該建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全

上必要な擁壁をがけ又はがけの部分に設けなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この

限りでない。

	 前項第１号に該当する場合
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 当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさない場合

第１６条中「急傾斜地崩壊危険区域」の下に「（以下「急傾

斜地崩壊危険区域」という。）」を加え、同条に次のただし

書を加える。

ただし、特別警戒区域内の急傾斜地崩壊危険区域につい

ては、この限りでない。

附 則

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

�������
�愛媛県条例第２３号
愛媛県奨学資金貸与条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県奨学資金貸与条例の一部を改正する条例

愛媛県奨学資金貸与条例（昭和３６年愛媛県条例第６号）の

一部を次のように改正する。

第３条第１号中「盲学校」を「中等教育学校の後期課程並

びに盲学校」に改める。

第５条第１項を次のように改める。

奨学金の貸与限度額は、次の表の左欄に掲げる学校に在

学する者について、同欄に掲げる学校及び通学形態の区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

区 分 月 額

１ 国立及び公立の高等学校又は高等専門学校
自宅通学のとき １８，０００円
自宅外通学のとき ２３，０００円

２ 私立の高等学校又は高等専門学校
自宅通学のとき ３０，０００円
自宅外通学のとき ３５，０００円

３ 大学 ４２，０００円
備考 この表において、「自宅通学のとき」とは、その者の生計を主として維
持する者と同居するとき、又はこれに準ずると認められるときをいい、「
自宅外通学のとき」とは、自宅通学のとき以外のときをいう。

附 則

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県奨学資金貸与条例第５条第１項の規定（

高等学校及び高等専門学校に係る部分に限る。）は、この

条例の施行の日以後に高等学校又は高等専門学校に入学す

る者に係る奨学金の貸与限度額について適用し、同日前に

高等学校又は高等専門学校に入学した者に係る奨学金の貸

与限度額については、なお従前の例による。

�������
�愛媛県条例第２４号
愛媛県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１条中「並びに市町村立の小学校及び中学校」を削る。

第２条中「、県立大学以外の県立学校の学校医等に関して

は県教育委員会を」及び「市町村の」を削る。

第６条中「県教育委員会」を「教育委員会」に改める。

附 則

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公

務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以

後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべ

き事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償

年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適

用し、その他の補償については、なお従前の例による。

�������
�愛媛県条例第２５号
職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例等の一部

を改正する条例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例等の

一部を改正する条例

（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部

改正）

第１条 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（

昭和２６年愛媛県条例第５６号）の一部を次のように改正する

。

附則第２項中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。

（教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例

第３０号）の一部を次のように改正する。

第２条中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の

一部改正）

第３条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条

例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）の一部を次のように改正

する。

第２条中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。

（教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正）

第４条 教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年

愛媛県条例第４２号）の一部を次のように改正する。

第２条中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。

第７条の見出し中「勤務時間」を「正規の勤務時間」に

改め、同条第１項中「が４４時間」を「が勤務時間等条例第

１１条第１項に規定する勤務時間」に、「４４時間を超えて」

を「同項に規定する勤務時間を超えて正規の」に改める。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第２６号
愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県学校職員定数条例（昭和３２年愛媛県条例第１５号）の
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一部を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

校 長 ５５人

教 員 ２，９０１人

	 県立高等学
事 務 職 員 ２４７人

校の職員

�
�
�
�
���
���
�
�
�

技 術 職 員 ７人

その他の職員 ４１３人

（うち実習助手２５０人）

計 ３，６２３人

校 長 ８人

教 員 ６１４人


 県立盲学校 学校栄養職員 ７人
ろう

、聾学校及び

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

事 務 職 員 ３５人

養護学校の職 その他の職員 ２１０人

員 （うち寄宿舎指導員１３５人、実習

助手２３人）

計 ８７４人

校長、教員 ５，０２６人

� 市町村立小
養 護 教 員 ３６５人

学校の職員

�
�
�
��
��
�
�

学校栄養職員 ９５人

事 務 職 員 ３５４人

計 ５，８４０人

校長、教員 ３，１７４人

� 市町村立中
養 護 教 員 １４８人

学校の職員

�
�
�
��
��
�
�

学校栄養職員 ４８人

事 務 職 員 １５４人

計 ３，５２４人

計 １３，８６１人

第４条第１項を次のように改める。

次に掲げる学校職員は、定数の外に置く。

	 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号）第２条第１項の規定により育児休業をしてい

る学校職員


 県教育行政の運営上学校職員を派遣することが特に必

要と認められる公共的団体に派遣されている学校職員

第４条第２項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる

」に改める。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第２７号
愛媛県県立高等学校新設基金条例を廃止する条例を次のよ

うに公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立高等学校新設基金条例を廃止する条例

愛媛県県立高等学校新設基金条例（昭和５９年愛媛県条例第

３２号）は、廃止する。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２８号
愛媛県地域改善対策奨学金等貸与条例を廃止する条例を次

のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地域改善対策奨学金等貸与条例を廃止する条例

愛媛県地域改善対策奨学金等貸与条例（昭和５７年愛媛県条

例第２４号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成１４年３月３１日において高等学校、大学又は高等専門

学校に在学し、現に廃止前の愛媛県地域改善対策奨学金等

貸与条例（以下「旧条例」という。）の規定により地域改

善対策奨学金（以下「奨学金」という。）の貸与を受けて

いる者に係る当該奨学金の貸与については、旧条例第３条

から第８条まで、第１４条及び第１５条の規定は、その者が当

該学校の課程を修了し、又は退学するまでの間に限り、な

おその効力を有する。

３ 旧条例の規定により貸与を受けた奨学金及び地域改善対

策通学用品等助成金の返還については、旧条例第４条第２

項、第９条から第１２条まで、第１３条第４項及び第５項、第

１４条並びに第１５条の規定は、この条例の施行後も、なおそ

の効力を有する。

�������
�愛媛県条例第２９号
愛媛県警察職員定数条例等の一部を改正する条例を次のよ

うに公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察職員定数条例等の一部を改正する条例

（愛媛県警察職員定数条例の一部改正）

第１条 愛媛県警察職員定数条例（昭和３３年愛媛県条例第３９

号）の一部を次のように改正する。

「 ９５人 「 ９６人

１９４人 １９６人

第２条の表中 １，２６７人 を １，２９５人 に、「２，６５３

６６２人 ６７７人

２，２１８人」 ２，２６４人」

人」を「２，６９９人」に改める。

第３条の見出しを「（定数外職員）」に改め、同条を同

条第３項とし、同項の前に次の２項を加える。

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号）第２条第１項の規定により育児休業をしてい

る職員は、前条に定める定数の外に置く。

２ 前項の職員が職務に復帰した場合において、前条各号

の職員の員数が当該各号に掲げる職員の定数を超えると

きは、その定数を超える員数の職員は、１年を超えない

期間に限り、同条に定める定数の外に置く。

（愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例の一部改

正）

第２条 愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例（平
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成１１年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

附則第２項の表中

９５人 １９４人 １，２６４人 ６６１人 ２，２１４人「
」を

９６人 １９６人 １，２９５人 ６７７人 ２，２６４人「
」に

改める。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３０号
愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第５号中「�及び�」を「�及び�」に改める。
第６条第１項中「�」を「�」に改める。
別表２９の項事務の欄中「第８９条」を「第８９条第１項」に改め、同項金額の欄	中「第一種運転免許」を「特定第一種運転免

許」に、「を除く」を「以外の第一種運転免許をいう。以下同じ」に改め、「第二種運転免許」の下に「（大型自動車第二種

免許及び普通自動車第二種免許を除く。）」を加え、同項同欄	イ中「行われる試験をその試験を行う者」を「行う試験を公
安委員会」に、「４，３５０円」を「４，４００円」に改め、同項同欄
ア中「第９７条の２第１項」を「第９７条の２第１項第１号又は
第２号に該当して同項」に、「２，０５０円」を「２，１００円」に改め、同項同欄
イ中「行われる試験をその試験を行う者」を「
行う試験を公安委員会」に改め、同項同欄
中イをウとし、アの次に次のように加える。
イ 同項第３号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 ２，０５０円

別表２９の項金額の欄�ア中「同項」を「同法第９７条の２第１項第２号に該当して同項」に、「２，０００円」を「２，０５０円」に
改め、同項同欄�イ中「３，２００円」を「３，３００円」に、「行われる試験をその試験を行う者」を「行う試験を公安委員会」に
、「４，２５０円」を「４，４００円」に改め、同項同欄�中イをウとし、アの次に次のように加える。
イ 同項第４号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 １，７００円

別表２９の項金額の欄中�をとし、�の次に次のように加える。
� 大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 同項の規定の適用を受ける場合 ２，１００円

イ 同項の規定の適用を受けない場合 ４，４５０円（同法第９７条第１項第２号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が

提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、６，６５０円）

別表２９の項の次に次のように加える。

２９の２ 道路交通法第８９条第
２項の規定に基づく検査

検査手数料 	 大型自動車仮運転免許を受けている者に対す
る検査 ２，５５０円（公安委員会が提供する自動
車を使用して受ける場合にあっては、３，６５０円
）

 普通自動車仮運転免許を受けている者に対す
る検査 ４，３００円（公安委員会が提供する自動
車を使用して受ける場合にあっては、５，３００円
）

別表３０の項金額の欄中「当該審査をその審査を行う者」を「公安委員会」に、「２，７５０円」を「２，８００円」に改め、同表３４

の項金額の欄を次のように改める。

	 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
１４，７５０円

 普通自動車免許に係る技能検定員審査 ２０，５
００円
� 大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種
免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に
対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格
者証の交付を受けている者に対するもの（以下
「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審
査」という。） ２２，０５０円

別表３６の項金額の欄を次のように改める。

	 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
９，８５０円


 普通自動車免許に係る教習指導員審査 １２，１
５０円
� 大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種
免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に

��������������
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対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格
者証の交付を受けている者に対するもの（以下
「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審
査」という。） １２，５５０円

別表３７の項金額の欄	中「行われる試験をその試験を行う者」を「行う試験を公安委員会」に改め、同項同欄
中「行われ
る試験をその試験を行う者」を「行う試験を公安委員会」に、「２，９５０円」を「３，０００円」に改め、同表３８の項の次に次のよ

うに加える。

３８の２ 道路交通法第１０１条
の２の２第１項の規定に基
づく免許証の更新申請書の
経由

経由手数料 ６００円

３８の３ 道路交通法第１０４条
の４第６項の規定に基づく
運転経歴証明書の交付

運転経歴証明
書交付手数料

１，０００円

別表４０の項金額の欄�を削り、同項同欄�中「同項第１１号」を「道路交通法の一部を改正する法律（平成１３年法律第５１号）
附則第２条第７項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の道路交通法第１０８条の２第１項第１１号」

に改め、「１，７００円（」の下に「道路交通法施行令の一部を改正する政令（平成１４年政令第２４号）による改正前の」を加え、

同項同欄中�を�とし、�を�とし、�を�とし、�の次に次のように加える。
� 同項第８号の２に掲げる講習 講習１時間につき３，４００円

別表４０の項金額の欄中�を�とし、�の次に次のように加える。
� 道路交通法第１０８条の２第１項第１１号に掲げる講習 次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 同法第９２条の２第１項の表の備考一の２に規定する優良運転者に対する講習 ７００円

イ 同表の備考一の３に規定する一般運転者に対する講習 １，０５０円

ウ 同表の備考一の４に規定する違反運転者等に対する講習 １，７００円（道路交通法施行令第４３条第１項の表講習手数料の

部法第１０８条の２第１項第１１号に掲げる講習の項の第３欄及び第４欄の国家公安委員会規則で定める同令第３３条の７第２

項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、１，０５０円）

� 道路交通法第１０８条の２第１項第１２号に掲げる講習 次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習 講習１時間につき２，０５０

円

イ 小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習 講習１時間につき１，５００円

別表４１の項事務の欄中「道路交通法施行令第３７条の６に規定する」を削り、同項金額の欄を次のように改める。

	 道路交通法施行令第３７条の６第２号に規定す
る講習 １，８００円

 加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動
車の運転に及ぼす影響についての確認及びその
結果に基づく指導を行う講習 ２，７５０円
� 同令第３７条の６の２第１号に規定する講習
次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定
める金額
ア 
に規定する講習の結果に基づき、加齢に
伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転
に影響を及ぼしていないと公安委員会が認める
者に対する講習 １，４００円
イ アに規定する者以外の者に対する講習 ６
，１５０円

別表に次のように加える。

５９ 自動車運転代行業の業務
の適正化に関する法律（平
成１３年法律第５７号）第４条
の規定に基づく自動車運転
代行業の認定の申請に対す
る審査

自動車運転代
行業認定手数
料

１６，０００円

６０ 自動車運転代行業の業務
の適正化に関する法律第５
条第５項の規定に基づく認
定証の再交付

自動車運転代
行業認定証再
交付手数料

１，９００円

６１ 自動車運転代行業の業務
の適正化に関する法律第８
条第３項の規定に基づく認
定証の書換え

自動車運転代
行業認定証書
換え手数料

２，１００円
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別表備考２の表を次のように改める。

審 査 細 目 区 分

技能検定
員審査手
数料の額
から減ず
る額

１ 技能検定員として必要な自動車の
運転技能

	 特定第一種運転免許に係る技能
検定員審査

１，４５０円


 普通自動車免許に係る技能検定
員審査

３，９５０円

� 大型自動車第二種免許等に係る
技能検定員審査

４，７５０円

２ 自動車の運転技能に関する観察及
び採点の技能

	 特定第一種運転免許に係る技能
検定員審査

２，４５０円


 普通自動車免許に係る技能検定
員審査

６，７５０円

� 大型自動車第二種免許等に係る
技能検定員審査

８，２５０円

３ 道路交通法第１０８条の２８第４項に
規定する教則の内容となっている事
項

	 特定第一種運転免許に係る技能
検定員審査

２，２００円


 普通自動車免許に係る技能検定
員審査

１，９００円

４ 自動車教習所に関する法令につい
ての知識

	 特定第一種運転免許に係る技能
検定員審査

２，２００円


 普通自動車免許に係る技能検定
員審査

１，９００円

５ 技能検定の実施に関する知識 	 特定第一種運転免許に係る技能
検定員審査

２，１００円


 普通自動車免許に係る技能検定
員審査

１，９５０円

６ 自動車の運転技能の評価方法に関
する知識

	 特定第一種運転免許に係る技能
検定員審査

２，０５０円


 普通自動車免許に係る技能検定
員審査

２，０００円

� 大型自動車第二種免許等に係る
技能検定員審査

３，３００円

７ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３
号）第２条第３項に規定する旅客自
動車運送事業及び自動車運転代行業
の業務の適正化に関する法律第２条
第１項に規定する自動車運転代行業
に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る技能
検定員審査

２，８５０円

備考
１ 技能検定員審査を受けようとする者が１の項及び２の項の左欄に掲げる審査細目
についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、１の項及び２の
項の右欄に定めるところによるほか、別表３４の項の右欄に定める額から更に特定第
一種運転免許に係る技能検定員審査については１，１５０円を、普通自動車免許に係る
技能検定員審査については９５０円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審
査については２，１５０円を減ずるものとする。
２ 技能検定員審査を受けようとする者が３の項及び４の項の左欄に掲げる審査細目
についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、３の項及び４の
項の右欄に定めるところによるほか、別表３４の項の右欄に定める額から更に特定第
一種運転免許に係る技能検定員審査については３５０円を、普通自動車免許に係る技
能検定員審査については３００円を減ずるものとする。

別表備考３の表を次のように改める。

審 査 細 目 区 分

教習指導
員審査手
数料の額
から減ず
る額

１ 教習指導員として必要な自動車の
運転技能

	 特定第一種運転免許に係る教習
指導員審査

１，４５０円


 普通自動車免許に係る教習指導
員審査

４，１００円

愛 媛 県 報平成１４年３月２６日 第１３４２号外１
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�愛媛県条例第３１号
愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例を次のように公布する。

平成１４年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例

愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条

例第３７号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項第４号の表愛媛県立新居浜病院の項診療科目

の欄中「脳神経外科」の下に「、呼吸器外科」を加える。

附 則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

� 大型自動車第二種免許等に係る
教習指導員審査

４，９００円

２ 技能教習に必要な教習の技能 	 特定第一種運転免許に係る教習
指導員審査

１，３５０円


 普通自動車免許に係る教習指導
員審査

１，３５０円

� 大型自動車第二種免許等に係る
教習指導員審査

２，０５０円

３ 学科教習に必要な教習の技能 	 特定第一種運転免許に係る教習
指導員審査

１，２５０円


 普通自動車免許に係る教習指導
員審査

１，２５０円

４ 道路交通法第１０８条の２８第４項に
規定する教則の内容となっている事
項その他自動車の運転に関する知識

	 特定第一種運転免許に係る教習
指導員審査

１，３００円


 普通自動車免許に係る教習指導
員審査

１，２５０円

５ 自動車教習所に関する法令につい
ての知識

	 特定第一種運転免許に係る教習
指導員審査

１，３００円


 普通自動車免許に係る教習指導
員審査

１，２５０円

６ 教習指導員として必要な教育につ
いての知識

	 特定第一種運転免許に係る教習
指導員審査

１，２００円


 普通自動車免許に係る教習指導
員審査

１，２００円

７ 道路運送法第２条第３項に規定す
る旅客自動車運送事業及び自動車運
転代行業の業務の適正化に関する法
律第２条第１項に規定する自動車運
転代行業に関する法令についての知
識

大型自動車第二種免許等に係る教習
指導員審査

２，８５０円

備考
１ 教習指導員審査を受けようとする者が１の項及び２の項の左欄に掲げる審査細目
についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、１の項及び２の
項の右欄に定めるところによるほか、別表３６の項の右欄に定める額から更に特定第
一種運転免許に係る教習指導員審査については１，２００円を、普通自動車免許に係る
教習指導員審査については９００円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審
査については２，０００円を減ずるものとする。
２ 教習指導員審査を受けようとする者が４の項及び５の項の左欄に掲げる審査細目
についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、４の項及び５の
項の右欄に定めるところによるほか、別表３６の項の右欄に定める額から更に特定第
一種運転免許に係る教習指導員審査については５０円を、普通自動車免許に係る教習
指導員審査については１００円を減ずるものとする。

附 則

この条例は、平成１４年６月１日から施行する。ただし、別表３４の項、３６の項並びに備考２の表及び３の表の改正規定は、同

年５月１日から施行する。

平成１４年３月２６日 印刷
平成１４年３月２６日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円２２
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